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津田利治先生「横槍民法総論」質問録
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一
　
序

　
今
を
去
る
昭
和
六
十
二
年
の
夏
の
頃
、
本
塾
名
誉
教
授
津
田
利
治
先
生
よ
り
．
ワ
ー
プ
・
で
打
た
れ
た
小
冊
子
を
頂
戴
し
た
。
題
し
て

「
横
槍
民
法
総
論
－
法
人
ノ
部
1
」
。
そ
の
内
容
は
、
民
法
総
論
の
う
ち
の
法
人
の
部
分
に
つ
い
て
の
、
先
生
の
講
義
録
で
あ
る
。
利
益
法

学
の
立
場
か
ら
、
法
人
に
関
す
る
民
法
の
各
規
定
に
つ
い
て
、
極
め
て
詳
細
に
し
て
緻
密
な
解
釈
論
を
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
は
先
生
が
、
か
つ
て
通
信
教
育
部
の
夏
期
ス
ク
リ
ー
グ
で
な
さ
れ
た
民
法
の
集
中
講
義
の
ノ
ー
ト
に
補
筆
さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ

る
。　

最
初
に
頂
い
た
も
の
は
、
本
文
三
十
八
頁
、
付
録
一
頁
、
第
一
節
「
法
人
総
説
」
よ
り
第
五
節
「
法
人
ノ
能
力
」
（
行
為
能
力
）
ま
で
の

部
分
で
あ
っ
た
が
、
平
成
四
年
四
月
十
五
日
補
訂
の
最
新
版
で
は
、
本
文
百
十
四
頁
、
付
録
八
頁
、
第
六
節
「
法
人
ノ
機
関
」
第
三
款

「
総
会
」
に
ま
で
及
ん
で
、
現
在
な
お
未
完
結
の
大
作
で
あ
る
。

　
本
童
昌
目
頭
に
、
「
若
し
お
暇
の
折
に
お
目
通
し
下
さ
れ
て
、
御
気
付
き
の
点
を
お
漏
ら
し
下
さ
れ
ば
、
誠
に
幸
い
で
す
」
と
あ
る
一
句

が
千
鈎
の
重
荷
と
成
り
、
そ
の
後
に
先
生
に
お
目
に
か
か
る
度
に
、
宿
題
を
や
っ
て
来
な
か
っ
た
小
学
生
の
気
分
を
味
わ
う
羽
目
と
な
っ

た
が
、
つ
い
に
今
年
（
平
成
四
年
）
一
月
怪
し
げ
な
読
後
感
を
も
の
し
、
二
、
三
の
愚
問
を
並
べ
た
質
問
表
を
添
え
て
、
鎌
倉
の
先
生
の
御

宅
に
持
参
し
た
。

　
数
日
を
経
て
、
先
生
よ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ご
懇
切
を
極
め
る
お
返
事
を
頂
戴
し
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
先
生
の
お
人
柄
と
共
に
、
先
生
の
基
本
的
な
学
問
上
の
お
立
場
や
、
そ
の
独
特
の
学
風
を
如
実
に
伝
え
る
も
の
が
あ
り
、

さ
ら
に
「
横
槍
民
法
総
論
」
の
内
容
を
、
よ
り
具
体
的
に
説
き
明
か
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
．
個
人
的
な

お
手
紙
で
は
あ
る
が
、
私
個
人
が
私
蔵
す
る
に
忍
び
難
く
、
先
生
の
お
許
し
を
得
て
、
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
こ
こ
に
掲
載
す
る
次
第
で
あ

る
。
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二
　
津
田
利
治
先
生
「
横
槍
民
法
総
論
」
（
法
人
ノ
部
）
に
つ
い
て

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

　
（
【
）
　
全
体
的
印
象
－
読
後
感

　
民
法
総
則
に
お
け
る
従
来
の
教
科
書
や
参
考
書
の
法
人
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
れ
を
学
ぽ
う
と
す
る
者
を
、
迷
わ
せ
苦
し
め
る
も
の

が
多
い
。
権
利
能
力
、
行
為
能
力
、
住
所
、
法
律
行
為
（
と
く
に
代
理
）
あ
る
い
は
不
法
行
為
責
任
な
ど
の
基
本
的
概
念
は
、
そ
の
殆
ど
が

自
然
人
を
対
象
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
人
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
民
法
の
諸
規
定
を
法
人
の
現
象

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
適
用
な
い
し
準
用
あ
る
い
は
類
推
す
る
べ
き
な
の
か
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
法
人
に
つ
い
て
の
民
法
三
三
条
以
下
の
諸
規
定
も
、
民
法
全
体
の
諸
制
度
と
の
関
連
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
不
明

で
あ
り
、
法
人
は
、
民
法
典
の
な
か
に
孤
立
す
る
離
れ
小
島
の
観
が
あ
る
。
従
来
の
民
法
総
論
に
お
け
る
法
人
は
、
総
論
的
課
題
で
あ
り

な
が
ら
、
実
際
に
は
甚
だ
特
殊
な
現
象
と
し
て
扱
わ
れ
．
法
人
論
は
極
め
て
特
殊
な
領
域
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
津
田
先
生
の
「
横
槍
民
法
総
論
」
を
通
読
し
て
感
じ
る
こ
と
は
、
今
ま
で
特
殊
特
別
な
難
解
な
問
題
と
思
い
こ
ん
で
き
た
法
人
の
問
題

が
、
こ
れ
ほ
ど
に
法
学
の
扁
般
普
遍
の
問
題
と
し
て
明
瞭
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ー
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
、
か
く
も
易
し
く
、

入
り
や
す
い
問
題
で
あ
っ
た
の
か
ー
と
い
う
驚
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
痛
感
す
る
こ
と
は
、
学
問
ー
こ
こ
で
は
津
田
先
生
に

よ
る
法
学
す
な
わ
ち
実
定
法
規
範
学
－
実
定
法
の
規
範
的
意
味
内
容
を
科
学
的
に
確
認
し
確
定
す
る
努
力
1
を
ひ
と
す
じ
に
追
求
す
る
作

業
と
い
う
も
の
が
、
か
く
も
難
し
い
も
の
か
、
と
い
う
畏
怖
の
念
で
あ
る
。
本
書
は
入
り
や
す
く
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
み
抜
く
こ
と
は

至
難
で
あ
る
。

　
元
来
法
学
の
研
究
対
象
は
広
範
囲
に
わ
た
り
（
事
実
と
し
て
の
生
活
現
象
の
解
明
、
制
度
の
歴
史
的
展
開
の
追
跡
、
比
較
法
的
知
識
、
哲
学
的
洞

察
等
々
）
、
研
究
の
方
法
や
態
様
も
様
々
で
は
あ
る
。
し
か
し
狭
義
の
法
学
－
実
用
法
学
と
し
て
の
法
解
釈
学
ー
の
徹
底
し
た
実
践
が
い
か

な
る
も
の
か
を
、
本
書
は
如
実
に
示
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
民
法
学
が
大
正
期
以
後
い
わ
ゆ
る
法
社
会
学
の
影
響
を
う
け
て
法
現
象
の
事

2］
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実
的
解
明
に
の
み
専
念
し
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
法
解
釈
の
厳
密
な
科
学
的
方
法
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
ぎ
た
現
実
に
対
し
て
、
本
書
は

伝
統
的
法
解
釈
学
（
た
だ
し
本
書
の
主
張
内
容
は
、
随
所
に
お
い
て
全
く
伝
統
的
で
は
な
い
）
の
立
場
か
ら
す
る
批
判
の
書
で
あ
り
、
挑
戦
の
書

（
国
聾
b
嘗
藪
ε
で
あ
る
。
本
書
の
い
う
「
横
槍
」
に
は
、
現
在
の
民
法
学
の
主
流
に
対
す
る
異
端
の
発
言
と
し
て
の
意
味
と
、
時
の
流

行
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
べ
き
法
学
の
源
流
に
ま
で
立
ち
戻
れ
と
い
う
意
味
と
が
、
兼
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
二
）
　
本
書
の
構
成

　
本
書
は
総
体
と
し
て
古
典
的
民
法
教
科
書
の
ス
タ
イ
ル
を
と
り
、
民
法
総
論
の
一
部
と
し
て
法
人
の
部
分
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
（
第
×
章
法
人
と
し
て
、
章
の
序
列
が
意
識
的
に
省
か
れ
て
い
る
点
に
注
意
）
。
そ
の
文
体
は
、
正
字
体
・
旧
か
な
づ
か
い
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
現
行
法
の
正
確
な
文
体
・
表
現
に
対
応
し
た
も
の
で
、
単
な
る
個
人
的
な
趣
味
と
か
好
み
の
問
題
で
は
な
い
。
解
釈
法
学
が
、

解
釈
の
対
象
た
る
成
文
法
源
の
忠
実
で
正
確
な
確
定
か
ら
始
ま
る
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
冒
頭
の
問
題
提
起
「
試
ミ
ニ
間
フ
」
ま
た

巻
末
の
法
人
格
付
与
の
諸
規
定
の
収
集
を
参
照
）
。

　
講
義
に
先
立
っ
て
「
設
問
数
題
」
ま
た
講
義
の
随
所
に
「
研
究
課
題
」
が
多
数
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
問
題
の
提
起

に
よ
っ
て
、
読
者
は
本
書
の
ね
ら
い
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
り
得
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
課
題
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
読

者
は
自
分
の
理
解
を
確
か
め
な
が
ら
、
さ
ら
に
限
り
な
い
問
題
の
ひ
ろ
が
り
に
自
ら
導
か
れ
て
行
く
（
直
接
の
答
は
与
え
ら
れ
て
い
な
く
と

も
，
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
示
唆
は
．
本
文
の
随
所
に
明
確
周
到
に
用
意
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
の
点
で
、
本
書
は
、
ま
こ
と
に
親
切
丁
寧

で
あ
り
な
が
ら
、
読
者
に
た
い
し
て
、
は
な
は
だ
期
待
と
注
文
が
大
き
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
後
述
）
。
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（
三
）
　
本
書
に
お
け
る
具
体
的
論
点

本
書
は
、
民
法
の
基
本
的
課
題
で
あ
る
行
為
と
く
に
法
律
行
為
・
事
実
行
為
ま
た
不
法
行
為
が
、

法
人
制
度
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
形
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で
現
実
に
現
れ
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
そ
れ
が
い
か
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
綿
密
周
到
に
吟
味
検
討
し
て
い
る
点
で
（
権
利
能
力
、

行
為
能
力
、
住
所
等
々
の
基
本
法
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
）
、
ま
さ
に
「
民
法
総
則
」
的
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
従
来
の
民
法
学

説
が
、
な
お
見
逃
し
、
そ
の
使
命
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
巨
大
な
領
域
が
、
特
に
法
人
制
度
に
お
い
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
痛
感

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
本
書
全
体
を
通
じ
る
こ
の
よ
う
な
学
問
的
特
質
を
示
す
も
の
と
し
て
、
以
下
に
本
書
に
お
け
る
幾
つ
か
の
具
体
的
論
点
を
、
思
い
つ
く

ま
ま
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

1
　
定
款
作
成
に
お
け
る
作
成
者
の
署
名
・
記
名
捺
印
の
要
件
に
関
す
る
問
題
の
提
起
（
四
一
頁
）
は
、
法
律
行
為
の
主
体
・
作
成
者
と
し

て
の
「
当
事
者
」
が
、
定
款
・
寄
付
行
為
に
限
ら
ず
、
要
式
行
為
一
般
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
（
意
思
表
示
が
意
思
表
示
と
し
て
、
決
定
的

拘
束
力
を
持
つ
た
め
の
（
O
①
犀
暮
鴨
零
箆
母
§
の
）
表
現
形
式
と
し
て
の
署
名
の
意
味
）
を
持
つ
も
の
か
を
具
体
的
に
示
す
好
例
で
あ
る
。
総
則
的

課
題
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
（
切
O
ω
旨
。
は
明
文
を
以
て
要
式
行
為
に
お
け
る
署
名
を
要
求
す
る
が
、
わ
が
民
法
に
は
規
定

が
な
い
た
め
に
議
論
が
あ
る
）
。

　
意
思
表
示
が
確
定
的
な
意
思
の
表
明
で
あ
る
た
め
に
は
．
そ
の
こ
と
を
徴
表
す
る
な
ん
ら
か
の
社
会
的
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
が
普
通

で
あ
り
（
表
示
意
思
の
実
現
）
、
書
面
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
す
る
行
為
に
お
い
て
は
、
署
名
・
記
名
捺
印
は
、
ま
さ
し
く
「
当
該
文
書

の
内
容
を
自
己
の
表
示
内
容
と
す
る
旨
の
表
白
行
為
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
、
表
示
意
思
の
発
現
形
式
と
し
て

の
署
名
あ
る
い
は
記
名
捺
印
は
、
意
思
表
示
の
成
立
す
る
た
め
の
基
本
的
要
件
の
具
体
的
顕
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
横
槍
」
は

慣
習
法
と
い
う
が
、
か
り
に
慣
習
法
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
要
式
行
為
・
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
の
表
示
意
思
は
、
署

名
・
記
名
捺
印
の
形
で
実
現
さ
れ
る
の
が
普
通
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

2
　
法
律
行
為
と
し
て
の
法
人
設
立
行
為
の
問
題
と
し
て
、
例
え
ば
「
横
槍
」
六
五
頁
以
下
の
「
法
人
設
立
ノ
無
効
・
取
消
」
の
記
述
を

見
よ
。
こ
こ
で
は
設
立
行
為
に
方
式
不
備
、
内
容
の
強
行
法
違
反
、
発
起
人
の
無
能
力
、
無
権
代
理
、
心
裡
留
保
、
詐
欺
・
強
迫
、
錯
誤
、
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詐
害
行
為
、
遺
留
分
侵
害
等
々
が
あ
る
時
、
法
律
行
為
の
無
効
・
取
消
に
関
す
る
一
般
原
則
を
そ
の
ま
ま
法
人
に
適
用
す
る
場
合
の
困
難

な
問
題
を
、
極
め
て
具
体
的
に
指
摘
し
て
、
民
法
の
規
定
の
不
備
を
明
快
に
摘
出
し
て
い
る
．

　
「
其
結
果
如
何
ナ
ル
混
乱
ト
不
公
平
ガ
生
ズ
ル
カ
ヲ
、
関
連
ス
ル
各
個
ノ
規
定
ト
突
キ
合
ハ
セ
テ
具
体
的
二
考
察
シ
、
立
法
ノ
欠
陥
ヲ

実
感
的
二
把
握
セ
ヨ
」
（
六
六
頁
注
－
）
と
あ
る
の
は
、
本
書
に
お
け
る
著
者
の
基
本
的
解
釈
論
の
立
場
と
そ
の
狙
い
が
何
処
に
あ
る
の
か

を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
。

3
　
ま
た
法
人
の
住
所
に
つ
い
て
、
「
自
然
人
ノ
住
所
ハ
ソ
ノ
生
活
ノ
本
拠
ナ
レ
ド
モ
、
法
人
ニ
ハ
自
然
人
ノ
如
キ
肉
体
ナ
ク
、
肉
体
ノ

作
用
ト
シ
テ
ノ
生
活
モ
無
ク
、
従
ッ
テ
其
意
味
ノ
生
活
ノ
本
拠
モ
ア
リ
得
ザ
レ
ド
モ
、
民
法
ノ
公
益
法
人
ニ
ハ
社
会
的
組
織
体
ト
シ
テ
ノ

活
動
（
法
人
事
業
”
業
務
執
行
）
ガ
存
在
ス
ル
故
二
、
ソ
ノ
活
動
ノ
本
拠
・
業
務
執
行
ノ
拠
点
（
所
在
）
ヲ
以
テ
法
人
ノ
住
所
ト
ス
ル
ヲ

相
当
ト
ス
ベ
シ
」
（
六
六
頁
）
。
「
法
律
ガ
自
然
人
ノ
住
所
ニ
ッ
キ
或
効
果
ヲ
規
定
ス
ル
ト
キ
、
其
規
定
ノ
立
法
理
由
、
其
原
因
的
利
益
状
況

（
寄
塁
幕
ぎ
審
奮
器
邑
暫
の
①
）
ハ
様
々
ナ
リ
。
其
利
益
状
況
ノ
共
通
ス
ル
限
度
ニ
オ
イ
テ
ノ
ミ
第
二
一
条
ノ
適
用
ア
ル
コ
ト
」
（
六
七
頁
注
－
）

と
い
う
記
述
は
、
住
所
概
念
の
相
対
性
を
正
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
法
人
学
説
の
範
囲
を
超
え
て
、
総
則
的
課
題
と
し
て
の
重
要

な
意
味
が
あ
る
。

4
　
民
法
第
四
十
三
条
の
法
人
の
権
利
能
力
の
目
的
に
よ
る
制
限
（
七
〇
頁
以
下
）
や
法
人
の
行
為
能
力
（
七
八
頁
以
下
）
に
関
し
て
、
権
利

能
力
と
行
為
能
力
と
の
区
別
、
法
人
に
お
け
る
行
為
能
力
外
の
行
為
と
無
権
限
代
表
の
間
題
ま
た
代
表
権
限
の
行
使
義
務
の
問
題
等
に
つ

い
て
の
明
晰
な
分
析
と
そ
の
具
体
的
な
論
述
を
見
よ
。
こ
れ
ら
は
法
制
度
の
基
本
的
構
造
に
か
か
わ
る
、
極
め
て
総
則
的
課
題
に
か
か
わ

る
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
か
な
り
混
乱
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
本
書
に
お
け
る
記
述
の
白
眉
を

な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
論
点
に
関
連
し
て
、
本
条
の
解
釈
と
比
較
法
的
研
究
の
意
味
合
い
に
つ
き
、
次
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
．
「
解
釈
論
ノ
為

ニ
ハ
、
粗
雑
ナ
ル
比
較
法
的
観
察
ノ
機
械
的
接
合
二
甘
ン
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
マ
ズ
民
法
ノ
規
定
ヲ
直
視
シ
テ
、
立
法
者
ノ
立
法
ヲ
動
機
ヅ
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ケ
タ
ル
利
益
紛
争
ノ
状
況
ヲ
的
確
二
把
握
シ
、
立
法
者
ガ
コ
レ
ヲ
如
何
二
規
制
セ
ン
ト
シ
テ
（
立
法
目
標
）
、
現
行
法
ノ
文
言
（
規
制
手
段
）

ヲ
最
終
的
二
選
択
シ
タ
ル
カ
ヲ
、
究
明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
七
三
頁
注
3
）
．
こ
こ
に
著
者
の
解
釈
論
の
基
本
的
立
場
が
明
快
に
示
さ
れ

て
い
る
（
後
述
・
神
戸
学
説
と
津
田
学
説
参
照
）
。

5
　
法
人
に
よ
る
法
律
行
為
・
事
実
行
為
・
不
法
行
為
等
の
場
面
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
の
関
与
機
関
、
行
為
の
形
式
、
効
果
帰
属
の
態

様
な
ど
の
点
に
精
密
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
七
四
頁
以
下
）
。
直
接
に
は
、
こ
れ
ら
は
、
多
く
理
事
の
代
表
行
為
や
業
務
執
行
行
為

な
ど
の
面
で
明
瞭
に
現
れ
る
法
人
法
の
問
題
で
あ
る
が
、
自
然
人
に
つ
い
て
の
法
律
行
為
・
事
実
行
為
や
行
為
能
力
、
不
法
行
為
能
力
を

見
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
考
察
が
十
分
に
及
ば
な
い
行
為
論
の
基
本
的
課
題
と
し
て
、
重
要
な
記
述
で
あ
る
．

6
　
法
人
の
不
法
行
為
責
任
（
民
法
四
四
条
）
に
関
し
て
、
従
来
の
学
説
が
、
代
表
機
関
の
代
表
行
為
を
前
提
に
、
ま
た
一
般
的
業
務
執
行

機
関
の
業
務
執
行
行
為
の
み
を
前
提
に
法
人
の
不
法
行
為
を
論
じ
て
い
る
こ
と
の
誤
謬
の
指
摘
（
八
一
頁
）
は
．
法
律
行
為
と
不
法
行
為
と

の
現
象
す
る
場
面
の
差
異
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
要
件
た
る
「
其
職
務
ヲ
行
フ
ニ
付
キ
」
の
本
書
の
解
釈
は
、

法
律
行
為
と
不
法
行
為
と
に
お
け
る
夫
々
の
制
度
目
的
・
根
拠
の
差
異
か
ら
の
実
質
的
論
証
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
法
人
学
説
か
ら
の
概
念

的
演
繹
で
は
な
い
こ
と
（
機
関
構
成
員
の
固
有
の
責
任
と
法
人
の
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
そ
の
併
存
を
認
め
る
合
理
性
の
論
証
も
同
様
．
八
二
頁
注

3
）
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
、
法
律
行
為
あ
る
い
は
不
法
行
為
と
い
う
基
本
的
法
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
重
大
な
論
点
と
し
て
、
見
逃
す
こ

と
の
で
き
な
い
記
述
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
本
書
に
お
け
る
総
則
的
課
題
の
確
認
）
。

7
　
法
人
の
法
律
行
為
に
お
け
る
代
表
と
民
法
の
代
理
制
度
と
の
対
比
（
八
八
頁
）
ま
た
理
事
の
権
限
た
る
代
表
行
為
（
外
部
関
係
）
と
業

務
執
行
行
為
（
内
部
関
係
）
の
関
連
性
の
分
析
（
九
〇
頁
）
は
、
法
律
行
為
制
度
の
基
本
構
造
に
か
か
わ
る
貴
重
な
論
点
で
あ
る
．
と
く
に

代
表
と
業
務
執
行
と
の
関
係
が
、
民
法
に
お
け
る
代
理
と
委
任
と
の
関
係
に
準
じ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
比
較
法
的
に
ド
イ
ッ
法
学

の
理
論
的
長
所
を
高
く
評
価
す
る
分
析
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
神
戸
説
に
お
い
て
も
、
財
産
法
の
体
系
を
債
権
と
物
権
と
に
明
確
に
分
離
し
て
扱
う

ド
イ
ッ
法
的
な
思
考
を
積
極
的
に
評
価
す
る
論
述
が
見
ら
れ
る
）
。
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8
　
総
会
の
決
議
と
、
そ
の
実
行
行
為
と
し
て
の
理
事
に
よ
る
法
人
の
法
律
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
に
注
意
（
一
〇
四

頁
）
。
法
人
の
意
思
決
定
と
そ
の
実
現
形
式
と
の
担
当
機
関
の
関
連
性
が
法
律
行
為
制
度
上
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
か
の
問
題
と
し
て

興
味
深
い
論
述
で
あ
る
．

9
　
総
会
の
召
集
・
議
事
・
決
議
等
に
関
す
る
極
め
て
具
体
的
か
つ
詳
細
な
検
討
（
一
〇
六
頁
以
下
参
照
）
は
、
法
人
を
め
ぐ
る
内
外
の
関

与
者
の
尖
鋭
な
利
害
対
立
の
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
、
初
め
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
法
と
対
比
し
て
民
法
典
の
法
人
規
定
の

不
備
・
空
白
を
摘
出
す
る
と
と
も
に
従
来
の
研
究
の
不
十
分
な
こ
と
を
感
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

26

　
（
四
）
　
附
説
　
神
戸
学
説
と
津
田
学
説

　
神
戸
先
生
講
義
の
「
民
法
総
論
」
で
も
法
人
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
神
戸
先
生
独
特
の
精
緻
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
法
学
研

究
六
六
巻
五
号
一
〇
二
頁
以
下
参
照
）
。
た
だ
民
法
総
論
の
講
義
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
か
、
そ
の
内
容
は
法
人
全
般
に
及
ぶ
も

の
の
、
具
体
個
別
的
論
点
に
お
い
て
詳
細
に
渉
る
も
の
で
は
な
い
（
し
か
し
例
え
ぽ
法
人
設
立
行
為
の
法
的
性
質
、
と
く
に
寄
付
行
為
の
問
題
と

か
、
法
人
の
代
表
行
為
な
ど
に
つ
い
て
、
神
戸
法
律
行
為
論
の
特
色
あ
る
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
法
人
の
権
利
能
力
と
行
為
能
力
と
の
厳
格
な

区
別
等
が
注
目
さ
れ
る
記
述
で
あ
る
）
。
津
田
先
生
に
よ
る
「
横
槍
・
民
法
総
論
」
は
、
こ
の
神
戸
学
説
が
そ
の
大
綱
を
提
示
し
な
が
ら
、
な

お
十
分
に
展
開
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
法
人
の
部
分
を
引
き
継
い
で
、
さ
ら
に
展
開
・
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

「
横
槍
」
は
民
法
の
法
人
の
部
に
お
い
て
、
な
お
完
結
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
あ
く
ま
で
も
民
法
典
の
規
定
す
る
法
人
制
度
の
厳
格
な
解
釈
論
に
徹
し
、
各
条
規
の
立
法
趣
旨
の
解
明
を
目
指
し
、
具
体
的
な
結
果
の

妥
当
性
を
考
慮
す
る
と
い
う
点
で
は
、
神
戸
説
と
津
田
説
と
は
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
規
制
対
象
た
る
事
実
関
係
の
着
実
な
分

析
・
把
握
を
前
提
と
し
て
、
ド
イ
ッ
法
的
な
論
理
の
正
確
さ
と
緻
密
な
理
論
構
成
を
採
り
な
が
ら
（
前
述
5
の
論
点
参
照
）
、
し
か
も
厳
密

な
比
較
法
的
観
察
か
ら
、
わ
が
民
法
の
独
自
性
に
着
目
し
、
ド
イ
ッ
法
の
学
説
に
盲
従
し
な
い
点
で
も
、
両
学
説
に
は
基
本
的
な
姿
勢
に
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お
い
て
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
（
例
え
ば
営
利
法
人
の
「
営
利
」
性
の
見
方
な
ど
で
、
両
説
が
た
ま
た
ま
結
論
が
異
な
る
よ
う
な
所
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

両
説
の
基
本
的
な
解
釈
論
の
姿
勢
は
共
通
し
て
い
る
）
。

　
た
だ
こ
う
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
神
戸
説
に
お
い
て
は
、
解
釈
さ
れ
た
結
論
が
、
常
に
一
定
の
法
理
論
の
適
用
と
し
て
叙
述

さ
れ
、
そ
の
結
論
を
導
ぎ
出
す
に
い
た
る
方
法
論
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
「
立
法
政
策
」
と
か
「
立
法
者
の
意
思
」
あ
る
い

は
「
立
法
趣
旨
・
主
旨
」
ま
た
「
結
果
の
良
好
さ
」
と
い
っ
た
指
摘
は
、
神
戸
説
に
お
い
て
も
．
そ
の
結
論
や
論
理
構
成
を
導
い
た
要
素

と
し
て
論
文
や
講
義
の
各
所
に
現
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
意
識
的
に
法
解
釈
の
方
法
論
と
し
て
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
神
戸
説
に
お

い
て
は
、
そ
の
結
論
が
厳
密
に
確
定
さ
れ
た
法
概
念
・
法
論
理
の
演
繹
・
適
用
の
結
果
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
む
も
の
に
と

っ
て
は
、
神
戸
学
説
は
ま
さ
に
概
念
法
学
の
極
致
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
勝
れ
て
概
念
的
記
述
の
故
に
、
神
戸
学
説
は
誤
解
さ
れ
や
す
く
、

ま
た
理
解
が
ー
そ
の
思
考
の
後
を
追
う
こ
と
が
ー
困
難
な
の
で
あ
る
）
。
し
か
し
神
戸
説
の
背
後
に
あ
る
1
法
規
範
の
発
見
と
い
う
そ
の
結
論
を

導
い
た
1
実
質
的
な
諸
要
因
や
、
そ
の
解
釈
結
果
の
現
実
的
実
用
性
を
考
え
る
と
、
神
戸
説
を
単
純
に
概
念
法
学
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
り
、
「
概
念
法
学
の
衣
装
を
纏
っ
た
目
的
論
的
法
学
」
（
神
戸
・
債
権
各
論
講
義
に
お
け
る
津
田
批
判
参
照
．
近
代
目
本
研
究
八
巻
二
〇

五
頁
）
と
い
う
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
（
た
だ
し
こ
こ
に
言
う
「
目
的
論
的
」
の
目
的
と
は
、
法
の
目
的
す
な
わ
ち
立
法
趣
旨
の
意
味

で
あ
っ
て
、
法
の
外
に
あ
る
な
ん
ら
か
の
恣
意
的
目
的
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。
神
戸
説
に
お
け
る
立
法
趣
旨
の
重
視
は
特
徴
的
で
あ
る
）
。

　
津
田
説
は
、
「
横
槍
」
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ク
的
な
意
味
に
お
け
る
利
益
法
学
の
方
法
論
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
（
前
掲
二
頁
に
引
用
せ

る
津
田
説
の
解
釈
方
法
論
参
照
）
。
こ
こ
に
お
い
て
、
神
戸
説
に
お
い
て
は
概
念
と
い
う
上
部
構
造
の
下
に
潜
ん
で
い
た
、
法
発
見
の
手
だ
て

が
、
津
田
説
に
よ
り
白
日
の
も
と
に
引
ぎ
出
さ
れ
て
、
解
釈
の
方
法
論
と
し
て
鮮
明
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
作
業
が
各
条
規
の
解
釈

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
津
田
説
に
お
い
て
も
理
論
構
築
の
努
力
は
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
（
体
系
上
の
理
論
整
合
性
の
重
視
、
ま
た
例

え
ば
七
七
頁
に
お
け
る
「
代
表
」
と
い
う
法
概
念
に
つ
い
て
、
正
確
・
精
密
な
法
概
念
を
定
立
す
べ
き
提
言
を
参
照
）
、
こ
れ
は
発
見
さ
れ
た
法
規
範

の
体
系
的
な
叙
述
・
表
現
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
視
点
の
置
き
方
は
神
戸
説
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
問
題
に
お
け
る
津
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田
説
よ
り
の
神
戸
説
批
判
も
こ
の
観
点
よ
り
加
え
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
権
利
概
念
の
相
対
性
を
認
め
る
津
田
説
よ
り
の
神
戸
説
批
判
を
見
よ
．

神
戸
・
民
法
総
則
－
・
法
学
研
究
六
五
巻
四
号
二
一
三
頁
の
津
田
質
疑
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
津
田
説
は
、
津
田
先
生
ご
自
身
の

方
法
論
的
立
場
よ
り
す
る
、
神
戸
説
の
承
継
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
発
展
的
展
開
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
法
理
論
的
な
関
心
か
ら
み
れ
ば
、
神
戸
先
生
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
契
約
理
論
－
法
律
行
為
論
ー
の
解
明
を
主
題
と
さ
れ
て
お
ら

れ
た
。
神
戸
先
生
の
代
表
的
著
述
と
さ
れ
る
「
契
約
総
則
」
も
「
契
約
解
除
論
」
も
、
と
も
に
わ
が
民
法
学
に
お
け
る
法
律
行
為
論
の
金

字
塔
と
も
言
う
べ
き
業
績
で
あ
る
。
津
田
先
生
の
「
横
槍
」
は
、
商
法
学
者
と
し
て
の
津
田
先
生
の
従
来
よ
り
の
会
社
法
研
究
を
土
台
と

し
て
、
民
法
の
法
人
の
行
為
能
力
の
検
討
や
、
法
人
設
立
行
為
の
法
律
行
為
的
構
成
あ
る
い
は
法
人
の
代
表
行
為
な
ど
の
緻
密
極
ま
る
分

析
・
理
論
構
成
に
お
い
て
、
神
戸
先
生
の
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
、
ま
さ
に
民
法
典
の
法
人
論
の
分
野
に
お
い
て
、
神
戸
先
生
伝
来
の
法
律

行
為
論
の
具
体
的
に
し
て
精
密
な
展
開
を
果
た
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
戸
・
津
田
両
先
生
の
学
説
史
的
絆
の
強
さ
を
、
畏
敬
の
念

を
も
っ
て
改
め
て
こ
こ
に
認
識
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
見
師
と
斉
し
け
れ
ば
師
の
半
徳
を
減
ず
。
知
師
を
過
ぎ
れ
ば
方
に
伝
授
に
堪
え
た
り
。
津
田
先
生
が
ご
自
身
の
勉
学
の
指
針
と
さ
れ
た

こ
の
言
葉
の
見
事
な
実
践
を
、
神
戸
学
説
を
承
継
し
さ
ら
に
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
津
田
学
説
に
見
出
す
所
以
で
あ
る
。
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（
五
）
　
本
書
の
意
義

　
津
田
先
生
の
法
人
に
つ
い
て
の
御
著
作
と
し
て
は
、
「
会
社
法
の
大
意
」
上
下
（
昭
和
三
三
年
・
慶
鷹
通
信
社
）
や
「
会
社
法
以
前
」
（
昭
和

四
四
年
・
私
家
版
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
先
生
の
慶
鷹
義
塾
法
学
部
に
お
け
る
商
法
・
会
社
法
の
講
義
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
本
書
に
先
行
し
て
社
団
法
人
と
し
て
の
会
社
を
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
は
本
来
は
そ
れ
ら
の
基
礎
理
論
と
し
て
の
民

法
上
の
法
人
論
な
い
し
団
体
論
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
「
会
社
法
以
前
」
は
、
会
社
を
直
接
の
対
象
と
し
つ
つ
も
、
社
団
・
財
団

の
性
質
や
会
社
の
能
力
を
め
ぐ
っ
て
の
先
生
の
基
本
的
な
主
張
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
継
続
発
展
と
み
て
よ
い
と
思
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わ
れ
る
．
先
の
二
著
作
が
、
い
わ
ば
先
生
に
よ
る
法
人
各
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
法
人
総
論
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
来

の
民
法
教
科
書
・
参
考
書
に
よ
る
法
人
論
の
弱
点
は
、
法
人
に
つ
い
て
の
最
も
精
緻
・
複
雑
な
現
行
法
で
あ
る
商
法
の
会
社
に
関
す
る
詳

細
な
規
定
と
の
連
絡
を
欠
き
、
そ
れ
自
体
と
し
て
不
完
全
な
箇
所
の
少
な
く
な
い
民
法
の
法
人
規
定
の
み
を
視
界
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
が
多
か
っ
た
（
そ
れ
で
い
て
法
律
行
為
・
意
思
表
示
、
権
利
能
力
、
行
為
能
力
等
の
民
法
の
基
本
制
度
と
法
人
制
度
と
の
連
絡
・
照
合
も
不

十
分
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
）
と
こ
ろ
か
ら
．
い
わ
ば
各
論
の
な
い
総
論
と
し
て
、
論
旨
が
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
い
、
法
人
を

め
ぐ
る
現
実
具
体
的
な
利
害
関
係
の
実
態
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
そ
の
論
述
が
概
念
法
学
的
記
述
に
は
し
っ
て
実
用
性

を
失
う
に
至
っ
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
、
率
直
に
反
省
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
こ
の
点
を
的
確
厳
正
に
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
を
敢
え
て
「
横
槍
民
法
総
論
」
と
題
し
た
津
田
先
生
の
意
図
は
、
商
法
ー
会
社
法
ー
学
者
か
ら
の
民
法
学
に
対
し
て
の
「
横
槍
」
的

発
言
と
の
意
味
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
正
し
く
法
人
論
の
正
道
を
行
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
べ
き
法
解
釈
学
を

求
め
る
基
本
的
方
法
論
の
提
示
と
と
も
に
．
「
民
法
総
論
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
法
人
論
が
、
本
書
の
「
横
槍
」
に
よ
り
初
め
て
わ
が
学

界
に
登
場
し
た
こ
と
を
喜
び
た
い
と
思
う
。

　
本
書
は
未
完
の
書
物
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
．
民
法
総
論
の
う
ち
の
一
章
と
し
て
、
民
法
の
規
定
す
る
公
益
非
営

利
の
社
団
・
財
団
法
人
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
第
一
節
・
総
説
よ
り
第
六
節
・
法
人
ノ
機
関
（
第
三
款
総
会
）
ま
で
で

あ
り
、
叙
述
が
法
人
に
関
す
る
規
定
の
全
般
に
及
ぶ
な
ら
ば
、
法
人
の
解
散
、
清
算
あ
る
い
は
罰
則
と
い
っ
た
部
分
が
こ
れ
に
続
く
は
ず

の
も
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
今
後
と
も
先
生
が
お
元
気
に
筆
を
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
．
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
．
本
書
の
完
結
そ
れ
自
体
を
．

先
生
ご
自
身
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
し
て
は
居
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
筆
者
た
る
先
生
の
御
意
図
は
、

民
法
の
法
人
と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
に
つ
い
て
の
業
績
の
完
成
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
法
人
と
い
う
具
体
個
別
的
な
題
材
を

通
し
て
、
そ
の
幅
と
深
さ
に
お
い
て
無
限
な
今
後
の
展
開
を
可
能
な
も
の
と
す
る
学
問
の
道
を
切
り
拓
く
こ
と
に
こ
そ
あ
る
も
の
で
、
本

29



法学研究66巻12号（’93：12）

書
は
、
そ
の
意
図
を
す
で
に
見
事
に
果
た
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
学
問
に
完
成
・
到
達
が
な
い
よ
う
に
、
本
書
に
も
完
結
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
も
そ
も
あ
り
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
う

け
と
る
者
が
さ
ら
に
自
ら
の
思
考
を
重
ね
て
、
そ
の
一
行
一
節
を
も
書
ぎ
継
ぎ
、
書
き
足
し
、
出
来
る
こ
と
な
ら
ば
さ
ら
に
批
判
し
書
き

直
し
さ
え
し
て
、
限
り
な
い
学
問
の
進
歩
に
参
加
す
る
こ
と
を
、
先
生
は
読
者
に
期
待
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
三

若
干
の
質
疑
と
し
て
、

質
問
表

思
い
つ
く
ま
ま
に
、

以
下
の
諸
点
を
ご
質
問
申
し
上
げ
ま
す
。

30

1
　
法
人
の
設
立
行
為
の
性
質
に
つ
い
て
。

　
法
人
設
立
行
為
ー
定
款
作
成
1
が
法
律
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
社
団
の
成
立
は
事
実
行
為
で
あ
る
と
の
見
方
（
二
八
頁
）
。

　
a
こ
れ
は
法
人
実
在
説
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
か
（
あ
る
い
は
、
こ
の
限
り
で
実
在
説
の
主
張
が
正
し
い
と
い
う
意
味
か
）
．
ま
た
事
実
と
し
て
の

　
　
社
団
の
存
否
は
な
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
か
。

　
b
現
実
の
社
団
が
多
く
何
ら
か
の
法
律
行
為
に
よ
り
設
立
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
の
社
団
設
立
の
法
律
行
為
の
有
効
無

　
　
効
・
取
消
な
ど
が
、
法
人
設
立
の
法
律
行
為
の
効
力
に
当
然
に
は
影
響
し
な
い
、
と
理
解
す
れ
ば
た
り
る
の
で
は
な
い
か
（
法
人
、

　
　
社
団
共
に
設
立
を
法
律
行
為
と
み
る
）
。

　
c
社
団
設
立
が
事
実
行
為
で
た
り
る
と
す
れ
ば
、
法
人
設
立
も
ま
た
同
様
に
事
実
行
為
と
解
し
得
る
の
で
は
な
い
か
（
定
住
事
実
に
た
い

　
　
す
る
住
所
の
効
果
の
ご
と
く
）
。

　
d
法
人
設
立
行
為
を
法
律
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
実
益
は
、
結
局
ど
の
点
に
あ
り
や
。



た
と
え
ば
法
人
組
織
規
範
の
任
意
的
創
設
、
そ
の
組
織
を
持
つ
社
団
・
財
団
に
つ
い
て
の
法
人
格
の
取
得
（
反
面
に
お
い
て
目
的
事
業

に
ょ
る
特
別
権
利
能
力
の
限
定
）
、
社
員
権
の
取
得
（
社
団
法
人
）
あ
る
い
は
寄
付
財
産
の
移
転
（
財
団
法
人
）
等
々
に
お
け
る
私
的
自
治

の
支
配
（
そ
の
結
果
と
し
て
の
設
立
行
為
の
無
効
・
取
消
等
に
つ
い
て
の
法
律
行
為
・
意
思
表
示
の
諸
規
定
の
適
用
範
囲
の
確
認
）
の
肯
定
？

他
面
に
お
い
て
は
、
法
定
的
効
果
と
し
て
の
行
為
能
力
そ
の
他
の
諸
効
果
の
区
別
の
確
認
？
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2
　
法
人
の
事
実
行
為
に
つ
い
て
（
代
表
を
事
実
行
為
に
つ
い
て
も
考
え
る
余
地
な
き
や
）

　
法
人
が
そ
の
業
務
執
行
機
関
た
る
自
然
人
の
活
動
を
通
し
て
社
会
的
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
自
身
に
よ
る
事
実
行
為

　
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
理
事
に
よ
る
非
法
律
行
為
的
な
る
事
務
処
理
、
監
事
の
監
査
報
告
、
総
会
の
決
議
な

　
ど
は
、
法
人
の
目
的
範
囲
内
で
法
人
の
た
め
に
機
関
権
限
内
で
な
さ
れ
る
限
り
、
こ
れ
ら
を
法
人
自
身
に
よ
る
事
実
行
為
と
解
し
て
よ

　
ろ
し
き
や
。
あ
る
い
は
、
事
実
行
為
は
、
そ
の
事
実
上
の
結
果
が
法
人
に
帰
属
す
れ
ば
た
り
る
か
ら
、
と
く
に
法
人
自
身
の
事
実
行
為

　
な
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
に
実
益
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
。
た
だ
し
事
実
行
為
に
法
律
効
果
が
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
は
如
何
。

　
た
と
え
ば
、
法
人
の
住
所
設
定
、
占
有
、
準
占
有
．
発
明
、
著
作
、
不
法
行
為
等
．

　
こ
れ
に
関
連
し
て

　
a
定
款
所
定
の
営
業
場
所
と
法
人
の
現
実
の
活
動
本
拠
地
と
が
異
な
っ
て
い
る
時
、
法
人
の
住
所
が
変
更
さ
れ
未
登
記
の
状
態
と
な
る

　
　
か
（
住
所
客
観
説
）
。

　
b
研
究
開
発
を
事
業
目
的
と
す
る
法
人
の
理
事
が
、
法
人
の
業
務
執
行
中
に
法
人
の
施
設
を
も
ち
い
て
発
明
・
発
見
・
開
発
を
な
し
た

　
　
時
、
法
人
自
身
の
発
明
・
発
見
行
為
と
み
る
こ
と
は
無
理
か
。
法
人
に
特
許
権
・
実
用
新
案
権
等
の
原
始
取
得
を
認
め
得
る
余
地
は

　
　
な
い
か
。
現
行
法
上
無
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
法
人
の
事
実
的
無
能
力
か
、
そ
れ
と
も
特
許
権
・
著
作
権
等
の
保
護
を

　
　
自
然
人
の
知
的
活
動
に
限
定
す
る
立
法
趣
旨
か
。
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c
民
法
が
機
関
の
活
動
に
よ
る
法
人
自
身
の
不
法
行
為
を
認
め
る
以
上
は
、

と
理
解
し
て
よ
ろ
し
き
や
。

法
人
自
身
の
適
法
行
為
た
る
事
実
行
為
を
も
認
め
る
も
の

3
　
法
人
の
不
法
行
為
に
つ
き

　
a
本
文
に
（
八
二
頁
）
法
人
の
不
法
行
為
は
「
事
実
認
識
」
と
し
て
、
「
寧
・
理
事
ノ
不
法
行
為
ナ
ル
ガ
故
二
、
法
律
ハ
法
人
ノ
不
法
行

　
　
為
ト
看
倣
ス
」
と
あ
る
は
、
す
く
な
く
も
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
法
人
擬
制
説
を
と
る
も
の
か
。

　
b
「
行
為
の
多
面
性
」
と
い
う
見
方
は
、
同
一
の
社
会
的
対
象
事
実
と
し
て
の
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
「
規
範
的
判
断
」
と
「
事
実
認

　
　
識
」
と
が
分
か
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
一
対
象
に
つ
い
て
複
数
の
「
規
範
的
判
断
」
が
重
複
し
て
な
さ
れ
る
場
合
を
も
含
む
で
あ

　
　
ろ
う
（
複
数
規
範
の
競
合
・
重
畳
的
適
用
）
。
そ
う
す
れ
は
法
人
の
不
法
行
為
責
任
も
理
事
個
人
の
不
法
行
為
責
任
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

　
　
の
「
規
範
的
判
断
」
が
成
り
立
つ
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
（
単
な
る
説
明
の
違
い
か
）
。

　
c
本
文
に
（
八
九
頁
）
代
理
と
代
表
と
で
不
法
行
為
責
任
に
差
異
あ
り
と
の
意
味
は
？
　
代
理
人
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
本
人
が
責
任
を

　
　
負
う
場
合
は
な
い
（
使
用
者
責
任
の
ご
と
き
は
別
と
し
て
）
と
の
意
味
か
。
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4
　
法
人
の
目
的
事
業
に
つ
き

　
本
文
に
（
三
四
頁
）
法
人
の
目
的
事
業
と
し
て
営
利
事
業
の
兼
業
を
不
可
と
し
つ
つ
、
関
係
者
の
便
宜
の
た
め
に
ご
く
小
規
模
の
営
利
事

　
業
を
営
む
を
可
能
と
す
る
の
は
、
定
款
に
掲
げ
る
こ
と
は
不
可
能
（
要
式
不
備
－
定
款
作
成
無
効
）
な
れ
ど
も
、
事
実
上
は
法
人
活
動
と
し

　
て
適
法
と
の
意
味
に
解
し
て
よ
ろ
し
ぎ
や
（
七
一
条
に
い
う
「
目
的
以
外
ノ
事
業
」
と
し
て
の
設
立
許
可
取
消
事
由
に
は
あ
た
ら
な
い
？
）
。

5

定
款
作
成
者
の
署
名
に
つ
き
（
四
二
頁
）



ド
イ
ッ
民
法
に
は
方
式
不
備
の
法
律
行
為
を
無
効
と
す
る
規
定
あ
る
も
、
わ
が
民
法
に
規
定
な
し
。
署
名
を
欠
く
定
款
は
、
形
式
的
表

示
が
な
い
も
の
と
し
て
不
成
立
と
解
す
る
余
地
な
き
や
。
こ
れ
を
無
効
と
す
る
の
は
、
追
完
・
追
認
の
余
地
を
残
せ
し
も
の
か
。

6
　
相
続
財
産
法
人
の
擬
制
た
る
性
質
に
つ
ぎ
（
一
五
頁
）

　
a
こ
れ
を
擬
制
と
み
る
理
由
が
、
法
人
格
付
与
の
対
象
と
し
て
の
社
会
的
実
態
・
組
織
体
と
し
て
の
活
動
を
欠
く
点
に
あ
る
な
ら
ば
、

　
　
裁
判
所
が
財
産
管
理
人
を
さ
だ
め
た
以
後
に
お
け
る
管
理
人
の
活
動
は
、
法
人
の
活
動
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

　
b
こ
れ
が
権
利
義
務
の
擬
制
的
帰
属
点
と
す
れ
ば
、
相
続
人
の
存
否
確
定
ま
で
の
扱
い
は
、
あ
た
か
も
出
生
確
定
以
前
の
胎
児
の
ご
と

　
　
く
浮
動
的
な
も
の
と
み
て
よ
ろ
し
き
や
。
ま
た
も
し
民
法
九
五
一
条
の
規
定
な
し
と
仮
定
す
れ
ば
、
不
在
者
の
財
産
管
理
（
二
六
条

　
　
以
下
）
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
に
な
る
か
（
類
推
）
。

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

9　　　　　　　　　　8 7
　
学
校
法
人
を
財
団
法
人
と
解
す
る
根
拠
は
な
に
か
。

　
に
。

法
文
に
「
寄
付
行
為
」
を
設
立
行
為
と
す
る
故
か
。
評
議
員
会
の
評
価
は
い
か

8
　
代
理
と
代
表
と
の
関
係
（
七
四
頁
）

　
代
表
に
つ
い
て
代
理
の
規
定
を
準
用
す
る
際
に
、
任
意
代
理
・
法
定
代
理
の
い
ず
れ
に
準
ず
る
か
。
法
人
の
行
為
能
力
が
設
立
行
為
の

　
法
定
的
効
果
と
す
れ
ば
、
代
表
権
限
の
発
生
も
ま
た
法
規
的
効
果
で
あ
ろ
う
（
法
定
代
理
？
）
。
他
面
に
お
い
て
代
表
機
関
担
当
者
の
任

　
命
は
法
人
と
の
契
約
（
委
任
そ
の
他
の
）
に
よ
る
（
任
意
代
理
？
）
。
両
者
の
関
係
を
い
か
に
解
す
る
べ
き
か
。

総
会
の
決
議
の
「
無
効
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
一
〇
二
頁
）
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「
有
効
」
「
無
効
」
は
本
来
法
律
行
為
な
い
し
意
思
表
示
の
効
力
に
関
す
る
も
の
な
れ
ば
、
法
令
・
定
款
に
違
背
す
る
総
会
決
議
の
効
果

は
、
「
無
効
」
と
い
う
よ
り
も
、
な
ん
の
効
果
も
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
無
意
味
」
と
い
う
に
近
い
も
の
か
（
決
議
が
そ
の
ま
ま
に
法

人
の
意
思
表
示
な
い
し
法
律
行
為
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
の
無
効
か
．
法
人
解
散
・
合
併
等
の
決
議
等
の
場
合
）
。

10

　
理
事
の
行
う
事
業
が
法
人
の
事
業
と
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
法
人
の
行
為
能
力
の
問
題
で
は
な
く
特
別
権
利
能
力
の
問
題
な
り
と

　
す
る
（
七
八
頁
）
。
行
為
の
反
復
・
集
合
と
し
て
の
事
業
は
、
な
に
ゆ
え
に
権
利
能
力
・
資
格
の
問
題
と
な
る
か
。
こ
れ
は
四
三
条
が
行

　
為
能
力
の
制
限
規
定
と
な
る
結
果
と
な
ら
ず
や
。
ま
た
例
え
ば
未
成
年
者
の
営
業
許
可
は
行
為
能
力
の
問
題
な
ら
ず
や
。

34

11

　
（
イ
）
六
八
頁
に
特
許
法
三
条
と
あ
る
は
三
五
条
か
。
（
ロ
）
六
六
頁
に
法
人
が
債
務
者
た
る
例
に
四
八
四
条
（
持
参
債
務
）
を
引
用
せ

　
る
点
は
い
か
に
。
（
ハ
）
六
八
頁
に
法
人
の
相
続
能
力
に
つ
き
ス
イ
ス
債
務
法
四
六
条
は
誤
記
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
（
平
成
四
年
一
月
四
日
内
池
慶
四
郎
）

三
　
質
問
に
対
す
る
お
答

　
　
　
　
　
内
池
教
授
の
御
質
問
に
対
す
る
返
答
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
二
・
一
・
一
〇
　
津
田
　
利
治

　
拙
稿
「
横
槍
民
法
総
論
」
法
人
の
部
に
対
し
て
、
内
池
教
授
よ
り
、
一
九
九
二
年
一
月
四
日
付
に
て
、
過
分
の
御
推
奨
の
御
言
葉
と
共

に
、
若
干
の
御
質
問
を
頂
戴
し
た
の
で
、
先
ず
は
あ
の
故
意
に
も
の
し
た
難
読
の
文
章
を
、
根
気
よ
く
通
読
さ
れ
た
こ
と
に
敬
意
を
捧
げ
、

此
処
に
熱
心
な
読
者
を
少
な
く
と
も
一
人
獲
得
し
得
た
こ
と
を
、
大
な
る
歓
喜
と
す
る
こ
と
を
申
し
上
げ
、
夫
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
夫
処
に

提
起
さ
れ
た
各
御
質
問
に
逐
一
返
答
申
上
げ
る
責
務
を
、
一
層
強
く
感
ず
る
次
第
で
あ
る
。



1
　
社
団
法
人
の
設
立
を
一
種
の
法
律
行
為
と
し
な
が
ら
、
社
団
の
創
設
を
法
律
行
為
と
は
見
な
い
理
由
如
何
？

　
a
之
は
法
人
実
在
説
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
か
（
此
の
限
り
で
実
在
説
が
正
し
い
と
い
う
意
味
か
）
。

（
答
）
　
法
人
実
在
説
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
に
は
非
ず
し
て
、
民
法
が
社
団
法
人
設
立
行
為
の
不
可
欠
の
組
成
分
子
の
一
と
し
て
、
社
団
の

実
在
を
要
求
す
る
が
故
で
あ
る
（
第
三
四
条
…
…
ノ
社
団
…
－
ハ
…
－
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
）
。
其
結
果
と
し
て
其
限
度
で
偶
々
法
人
実

在
説
と
結
論
を
同
じ
う
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
法
人
実
在
説
を
論
理
的
前
提
と
し
て
推
論
結
果
を
実
定
法
規
範
と
主
張
す
る
の
は
、
概
念
法

学
の
根
本
的
誤
謬
で
あ
る
。

　
事
実
と
し
て
の
社
団
は
、
社
会
的
事
実
と
し
て
其
存
否
を
確
認
す
る
外
な
い
。
如
何
な
る
事
実
を
確
認
す
れ
ば
社
団
の
存
在
を
肯
定
し

得
る
か
は
、
一
般
の
社
会
的
事
実
（
例
へ
ば
交
通
渋
滞
の
存
否
、
運
動
会
の
存
否
な
ど
）
の
確
認
と
同
類
の
作
業
で
あ
る
。

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

　
b
法
人
設
立
も
社
団
設
立
も
共
に
法
律
行
為
と
見
て
も
、
社
団
設
立
の
無
効
取
消
が
法
人
設
立
の
効
力
に
影
響
し
な
い
と
理
解
す
れ
ば
、

　
　
足
り
る
の
で
は
な
い
か
。

（
答
）
　
社
団
を
設
立
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
契
約
が
法
律
行
為
た
る
こ
と
は
無
論
な
る
も
、
此
約
束
の
法
律
効
果
と
し
て
直
ち
に
社
団
の

社
会
的
実
在
が
実
現
す
る
に
非
ず
し
て
、
之
に
よ
り
社
団
が
約
束
通
り
規
範
的
に
存
在
す
べ
き
も
の
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
（
規
範
的
存
在
の

み
に
て
は
未
だ
社
会
的
実
在
性
を
獲
得
し
得
な
い
．
法
律
行
為
は
事
実
を
創
作
し
得
な
い
）
。
尚
貴
下
の
御
意
見
に
従
ひ
社
団
設
立
を
法
律
行
為
と

す
る
が
た
め
に
は
、
其
行
為
の
不
可
欠
の
組
成
分
子
と
し
て
、
何
等
か
の
意
思
表
示
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
を
以
て
其
意
思
表
示

と
す
る
か
。
其
意
思
表
示
の
効
果
意
思
の
内
容
は
何
か
。
何
人
の
何
人
に
対
す
る
意
思
表
示
か
、
或
は
相
手
方
な
き
意
思
表
示
か
、
其
は

一
個
の
意
思
表
示
か
数
個
の
意
思
表
示
（
合
同
行
為
的
意
思
表
示
）
か
。
社
団
の
目
的
、
名
称
、
事
務
所
、
社
員
資
格
、
代
表
者
管
理
人
其

他
契
約
の
必
要
条
項
が
定
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
ら
必
要
条
項
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
定
め
ず
し
て
社
団
を
設
立
す
る
契
約
の
効
果
如
何
。

御
教
授
を
乞
ふ
。
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c
社
団
設
立
が
事
実
行
為
な
り
と
す
れ
ば
、
法
人
設
立
も
事
実
行
為
と
解
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。

（
答
）
　
遺
憾
乍
ら
現
行
民
法
は
社
団
法
人
設
立
を
目
的
と
す
る
行
為
の
不
可
欠
の
組
成
分
子
の
一
と
し
て
、
定
款
作
成
な
る
意
思
表
示
を

要
求
す
る
の
で
、
社
団
法
人
設
立
は
現
行
法
上
一
種
の
法
律
行
為
と
見
る
外
な
い
。
此
点
を
無
視
し
て
勝
手
な
議
論
を
し
て
も
、
正
し
い

解
釈
論
と
は
な
り
得
な
い
。
無
論
立
法
論
と
し
て
な
ら
ば
何
と
で
も
言
う
が
宜
し
い
。

　
d
法
人
設
立
を
法
律
行
為
と
し
て
捉
え
る
実
益
如
何
。

（
答
）
　
其
最
大
の
実
益
は
、
法
律
行
為
に
関
す
る
一
般
的
法
規
が
性
質
の
許
す
か
ぎ
り
法
人
設
立
に
も
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
法
律
行
為
総
則
の
規
定
は
固
よ
り
、
設
立
者
の
行
為
能
力
、
意
思
表
示
（
相
手
方
な
き
単
独
行
為
的
意
思
表
示
た
る
範
囲
に
て
）
の
規
定
、

代
理
（
同
）
の
規
定
、
無
効
取
消
の
規
定
等
総
て
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
。
定
款
作
成
・
寄
付
行
為
に
於
け
る
効
果
意
思
が
実
現
し
て
、

設
立
行
為
の
主
た
る
効
果
と
し
て
、
法
人
権
利
能
力
、
社
員
権
の
発
生
乃
至
寄
付
財
産
帰
属
等
が
生
ず
る
の
も
、
法
律
行
為
た
る
特
質
を

示
す
。
但
し
法
人
の
行
為
能
力
・
不
法
行
為
能
力
な
ど
は
、
設
立
行
為
が
法
律
行
為
た
る
と
否
と
を
問
は
ず
発
生
す
る
設
立
行
為
の
付
随

的
法
定
的
効
果
で
あ
る
。
現
行
民
法
が
其
様
に
規
定
す
る
。
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2
　
法
人
の
事
実
行
為
に
付
い
て
、
法
人
が
其
業
務
執
行
機
関
た
る
自
然
人
の
活
動
を
通
じ
て
社
会
的
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

　
法
人
自
身
に
依
る
事
実
行
為
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
か
．

（
答
）
　
理
事
が
法
人
の
為
に
為
す
業
務
執
行
行
為
は
、
法
人
自
ら
自
己
の
業
務
を
執
行
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
（
規
範
的
判
断
さ
れ
る
）

が
、
之
が
為
、
法
人
自
身
の
行
為
た
る
事
実
を
作
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
律
に
其
様
な
力
は
な
い
。
社
会
的
に
は
、
実
在
す
る
社
団

の
現
実
の
活
動
と
し
て
、
社
団
行
為
が
観
察
さ
れ
る
場
合
も
在
り
得
る
が
、
其
場
合
に
常
に
、
必
ず
し
も
法
律
上
も
夫
れ
が
法
人
の
活
動

と
な
る
の
で
は
な
く
、
法
律
の
認
め
る
法
人
の
機
関
が
法
律
の
認
め
る
権
限
内
で
法
人
の
為
に
為
し
た
る
行
為
だ
け
が
、
法
人
の
行
為
と



看
倣
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
．
夫
れ
以
外
は
仮
令
社
会
的
に
は
法
人
の
行
為
と
し
て
観
察
さ
れ
得
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
律
上
は

法
人
の
行
為
と
は
な
ら
な
い
。
反
対
に
法
律
上
は
法
人
の
行
為
と
認
め
ら
れ
て
も
、
社
会
的
に
は
理
事
個
人
の
行
為
と
し
か
見
ら
れ
な
い

も
の
も
在
り
得
る
で
あ
ら
う
。
社
会
的
事
実
の
曖
昧
さ
、
其
確
認
の
困
難
に
伴
ふ
取
引
の
不
安
を
除
去
す
る
為
の
法
技
術
に
外
な
ら
な
い
。

占
有
継
続
に
依
る
所
有
権
の
時
効
取
得
の
場
合
、
法
人
が
其
占
有
を
継
続
し
た
と
言
う
が
為
に
は
、
法
人
の
為
占
有
を
為
す
権
限
あ
る
機

関
（
理
事
）
が
法
人
の
為
に
其
物
の
占
有
を
継
続
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
尤
も
民
法
は
代
理
占
有
に
因
る
所
有
権
の
時
効
取
得
を
認

め
る
か
ら
、
法
人
の
使
用
人
が
法
人
の
為
に
代
理
占
有
し
た
の
で
も
良
い
。
又
或
は
法
人
自
身
の
占
有
た
る
こ
と
が
、
社
会
的
事
実
と
し

て
確
認
（
立
証
）
さ
れ
る
な
ら
ば
、
夫
れ
で
も
時
効
取
得
可
能
と
見
て
良
い
か
も
知
れ
な
い
（
占
有
の
事
実
性
・
但
し
此
点
は
宿
題
）
。

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

　
a
之
に
関
連
し
て
、
定
款
所
定
の
事
務
所
と
現
実
の
業
務
執
行
の
本
拠
と
が
一
致
し
な
い
と
き
、
法
人
の
住
所
は
何
処
に
あ
る
と
見
る

　
　
べ
き
か
。

（
答
）
　
如
何
な
る
法
律
関
係
に
付
き
法
人
の
住
所
が
問
題
と
な
る
か
に
依
り
、
其
答
は
異
な
る
．
例
へ
ば
法
人
の
対
外
的
取
引
関
係
に
付

き
、
法
人
の
住
所
に
於
て
債
務
を
履
行
す
る
と
か
、
法
人
住
所
地
の
相
場
に
依
り
金
額
を
定
め
る
と
か
言
へ
ば
、
別
段
の
指
定
な
き
限
り
、

夫
れ
は
現
実
の
業
務
執
行
の
本
拠
を
指
す
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
社
員
の
出
資
払
込
の
場
所
と
し
て
は
、
夫
れ
は
定
款
所
定
の

事
務
所
と
見
て
良
い
し
、
理
事
選
任
の
効
力
を
争
う
訴
訟
の
管
轄
の
所
在
に
付
て
は
、
登
記
簿
上
の
主
た
る
事
務
所
を
住
所
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
何
の
為
に
住
所
が
問
題
に
な
る
か
で
、
相
対
的
に
住
所
の
概
念
を
定
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
強
い
て
住
所
の
概
念
を

固
定
的
画
一
的
に
定
め
た
が
る
の
は
、
住
所
客
観
説
で
も
住
所
主
観
説
で
も
何
れ
も
概
念
法
学
的
妄
執
で
あ
る
。

　
b
法
人
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
等
の
原
始
取
得
を
認
め
得
る
余
地
は
な
い
か
。

（
答
）
　
社
会
現
象
と
し
て
事
実
上
或
る
社
団
又
は
財
団
が
或
る
発
明
又
は
考
案
を
行
っ
た
と
認
め
得
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
は
確
か
で
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あ
ら
う
。
然
し
法
律
は
之
を
其
儀
、
其
社
団
又
は
財
団
自
体
の
発
明
考
案
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
一
定
の
限
ら
れ
た
条
件
の

下
で
の
み
（
特
許
法
第
三
五
条
、
実
用
新
案
法
第
九
条
第
三
項
、
意
匠
法
第
一
五
条
第
三
項
、
商
標
法
第
一
五
条
等
）
法
人
に
其
原
始
取
得
を
認
め

る
。
従
っ
て
之
等
法
条
に
掲
げ
る
前
提
条
件
を
充
足
す
る
限
り
、
仮
令
社
会
的
に
は
其
様
に
認
め
ら
れ
得
な
い
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

其
法
人
は
当
該
発
明
考
案
等
に
付
き
特
許
権
其
他
を
原
始
取
得
す
べ
く
、
反
対
に
そ
の
前
提
条
件
の
全
部
又
は
一
部
を
欠
く
時
は
、
仮
令

社
会
的
に
は
或
る
組
織
体
が
自
ら
発
明
考
案
し
た
と
認
め
ら
れ
て
も
、
法
律
上
は
其
発
明
考
案
等
を
実
行
し
た
個
人
が
特
許
権
其
他
を
原

始
取
得
す
る
も
の
と
解
す
る
外
な
い
で
あ
ら
う
。
法
律
に
は
法
律
の
立
場
が
あ
る
か
ら
（
取
引
の
安
全
保
護
な
ど
）
社
会
現
象
を
其
儘
、
鵜

呑
に
す
る
こ
と
な
く
、
立
法
政
策
的
配
慮
に
基
く
利
益
考
量
を
加
へ
て
（
生
の
現
象
を
加
工
．
変
形
し
て
）
法
規
制
を
す
る
。
だ
か
ら
事
実
と

し
て
の
生
の
社
会
現
象
を
幾
ら
綿
密
周
到
に
調
査
研
究
し
て
も
、
其
方
面
か
ら
は
精
確
な
法
概
念
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
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c
民
法
が
機
関
の
活
動
に
依
る
法
人
自
身
の
不
法
行
為
を
認
め
る
以
上
は
、
法
人
自
身
の
適
法
行
為
た
る
事
実
行
為
を
も
認
め
る
も
の

　
　
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
き
や
。

（
答
）
　
不
法
行
為
と
適
法
行
為
と
は
其
構
成
要
件
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
ら
、
其
何
れ
か
一
方
の
承
認
が
直
ち
に
他
の
一
方
の
承
認

を
必
然
た
ら
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
不
法
行
為
制
度
は
公
安
維
持
・
被
害
者
救
済
を
目
的
と
し
、
適
法
行
為
に
関
す
る
諸
制
度
は
主

と
し
て
私
的
自
治
其
他
私
的
利
益
の
保
護
増
進
を
目
的
と
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
色
々
な
点
で
、
両
老
の
法
規
制
が
異
な
っ
て
居
て
然
る

べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
人
に
於
け
る
適
法
の
事
実
行
為
能
力
と
不
法
行
為
能
力
と
に
付
て
も
、
実
定
法
規
の
扱
い
が
異
な
る
の
が
、
寧

ろ
自
然
で
あ
り
、
若
し
両
者
一
致
す
れ
ば
、
結
果
に
於
て
偶
然
一
致
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
結
局
現
行
の
実
定
法
規

が
之
を
如
何
に
定
め
る
か
で
決
ま
る
。

3

法
人
の
不
法
行
為
に
つ
き



　
a
「
横
槍
」
八
二
頁
に
「
寧
・
理
事
ノ
不
法
行
為
ナ
ル
ガ
故
二
、
法
律
ハ
法
人
ノ
不
法
行
為
ト
看
倣
ス
」
と
あ
る
は
、
少
く
と
も
不
法

　
　
行
為
に
付
て
は
、
法
人
擬
制
説
を
採
る
も
の
か
。

（
答
）
　
個
々
の
論
点
に
付
き
法
人
本
質
論
か
ら
演
繹
し
て
結
論
を
導
き
出
す
の
は
、
概
念
法
学
其
も
の
で
あ
り
、
左
様
な
論
理
的
推
論
は

正
し
い
法
解
釈
を
生
み
出
さ
な
い
。
偶
々
正
し
い
解
釈
に
一
致
し
た
か
ら
と
言
っ
て
．
其
論
理
に
服
す
る
こ
と
は
之
を
拒
否
す
る
外
な
い
。

尚
、
法
人
擬
制
説
で
は
、
法
人
使
用
人
た
る
代
理
人
（
理
事
）
の
不
法
行
為
に
つ
き
法
人
は
民
法
第
七
一
五
条
の
責
任
（
選
任
監
督
上
の
責

任
）
を
負
ふ
旨
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
法
人
自
身
に
は
不
法
行
為
の
能
力
は
な
い
、
と
見
る
様
で
あ
る
。

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

　
b
行
為
の
多
面
性
に
つ
い
て

（
答
）
　
此
所
に
「
行
為
の
多
面
性
」
な
る
語
を
用
ゐ
た
の
は
、
或
は
不
用
意
軽
率
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
不
法
行
為
法
の
一
般
原
則

に
従
へ
ば
．
本
来
当
該
行
為
を
現
実
に
実
行
し
た
自
然
人
が
第
七
〇
九
条
の
責
任
を
負
へ
ば
足
り
、
法
人
に
は
自
然
的
な
行
為
の
能
力
は

無
い
か
ら
、
自
ら
現
実
に
不
法
行
為
を
為
す
能
力
も
無
い
筈
で
あ
る
。
然
し
社
会
現
象
と
し
て
観
察
す
れ
ば
、
当
該
自
然
人
の
単
独
の
行

為
と
言
ふ
よ
り
は
、
其
背
後
の
組
織
体
が
行
っ
た
行
為
で
あ
る
と
評
価
す
る
方
が
妥
当
な
場
合
も
あ
る
。
其
処
で
民
法
第
四
四
条
は
如
何

な
る
場
合
に
法
人
は
不
法
行
為
の
責
任
を
負
ふ
べ
き
か
を
定
め
た
の
で
、
此
場
合
に
も
法
的
安
定
性
國
Φ
魯
宏
巴
9
①
浮
Φ
客
の
見
地
か
ら
、

社
会
的
基
準
に
依
ら
ず
、
法
律
（
第
四
四
条
）
の
基
準
に
依
り
法
人
の
不
法
行
為
責
任
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
所
に
行
為
の
二
面

性
な
ど
持
出
す
必
要
な
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
一
人
の
同
一
行
為
が
場
合
に
依
り
適
法
行
為
で
も
あ
り
、
不
適
法
行
為
で
も
あ
り
得

る
と
言
ふ
な
ら
ば
．
多
面
性
の
語
が
当
た
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
理
事
の
行
為
が
法
人
の
不
法
行
為
と
な
る
の
は
．
之
と
は
別
次
元
の
こ

と
の
様
に
見
え
る
。

C

・
横
槍
」
八
九
頁
注
蓬
代
理
と
代
表
と
の
義
・
実
質
的
差
異
を
生
ず
る
こ
と
な
く
雇
不
法
行
為
責
任
に
於
て
多
劣
差
異
あ
3
9
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り
と
言
ふ
意
味
如
何
。

（
答
）
　
民
法
第
四
四
条
に
依
る
法
人
の
不
法
行
為
責
任
は
、
法
人
自
ら
の
行
為
に
基
づ
く
第
七
〇
九
条
と
同
質
の
責
任
で
あ
り
、
第
七
一

五
条
に
依
る
被
用
者
の
行
為
に
付
き
使
用
者
の
責
任
、
即
ち
他
人
の
行
為
に
付
き
、
其
の
選
任
監
督
上
の
注
意
義
務
違
反
の
責
任
と
は
、

性
質
を
異
に
す
る
意
味
。
其
差
異
は
責
任
の
態
様
に
現
れ
る
。
即
ち
第
七
一
五
条
第
一
項
但
書
に
定
め
る
免
責
条
項
は
、
第
四
四
条
の
責

任
に
は
存
在
し
な
い
。
自
己
自
身
の
行
為
の
責
任
の
方
が
他
人
の
行
為
に
付
き
負
は
さ
れ
る
選
任
監
督
上
の
注
意
義
務
違
反
の
責
任
よ
り

重
い
と
言
ふ
差
別
扱
を
民
法
が
行
っ
て
居
る
こ
と
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
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4
　
公
益
法
人
が
関
係
者
の
便
宜
の
為
、
極
く
小
規
模
の
営
利
事
業
を
営
む
は
差
支
な
し
と
す
る
の
は
、
定
款
の
目
的
に
掲
げ
る
こ
と
は

　
許
さ
れ
な
い
が
、
其
目
的
外
に
之
を
行
っ
て
も
、
適
法
な
法
人
活
動
と
な
る
意
味
か
。

（
答
）
　
之
は
専
ら
現
実
と
の
妥
協
で
あ
っ
て
、
正
面
か
ら
暴
き
立
て
て
禁
止
す
る
程
の
実
害
な
き
程
度
範
囲
に
於
て
大
目
に
見
る
と
言
ふ

こ
と
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
第
七
一
条
前
段
に
該
当
す
る
が
、
之
を
理
由
に
設
立
許
可
の
取
消
処
分
の
よ
う
な
重
大
な
責
任
を
課
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
言
ふ
程
の
意
味
で
あ
る
（
一
厘
事
件
の
如
き
詰
ま
ら
ぬ
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
す
る
な
）
。
だ
か
ら
通
説
の
主
張
す
る
様
な

公
益
事
業
の
経
費
を
賄
ふ
為
に
目
的
外
の
営
利
事
業
を
行
ふ
な
ど
は
以
て
の
外
で
あ
る
（
設
立
許
可
取
消
処
分
相
当
）
。

5
　
署
名
な
き
定
款
の
効
力

（
答
）
　
定
款
に
署
名
が
な
く
て
も
、
実
質
的
定
款
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
あ
れ
ば
、
其
書
面
は
定
款
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
認
め
得

る
か
ら
、
定
款
不
存
在
と
は
言
へ
な
い
。
其
記
載
要
件
の
一
部
を
欠
い
た
要
式
書
面
は
一
般
に
無
効
と
解
さ
れ
る
か
ら
（
例
．
手
形
、
小
切

手
其
他
）
、
定
款
の
場
合
も
夫
れ
で
良
さ
そ
う
に
思
ふ
が
如
何
？

　
方
式
不
備
の
要
式
文
書
の
追
完
・
追
認
が
可
能
か
、
又
其
効
果
如
何
に
付
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
民
法
専
門
家
の
御
意
見
を
伺
ひ
た



　　し

尚　o
「
横
槍
」
四
二
頁
三
行
国
ヨ
¢
夢
Φ
客
は
宰
霧
藍
魯
蓉
詳
（
B
G
B
用
語
）
の
方
が
適
当
。

6
　
相
続
財
産
法
人
の
擬
制
性
に
付
き

　
a
相
続
人
不
明
の
相
続
財
産
管
理
人
の
活
動
は
、
法
人
自
体
の
活
動
と
見
得
な
い
か
。

（
答
）
　
裁
判
所
の
選
任
す
る
管
理
人
は
、
相
続
財
産
の
管
理
人
で
あ
っ
て
、
相
続
財
産
法
人
の
管
理
人
で
は
な
い
。
裁
判
所
の
選
任
す
る

管
理
人
は
、
財
産
を
管
理
す
る
公
の
執
行
機
関
（
私
法
的
管
理
行
為
に
付
き
法
定
代
理
権
を
有
す
る
）
と
見
ら
れ
、
法
人
と
は
関
係
が
な
い
．

法
人
の
私
法
的
機
関
と
す
る
特
別
の
必
要
も
理
由
も
無
い
．
不
在
者
の
財
産
管
理
人
と
差
別
す
る
理
由
も
無
い
。

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

b
相
続
人
の
存
否
確
定
す
る
ま
で
相
続
財
産
の
法
人
へ
の
帰
属
は
、
胎
児
に
依
る
相
続
の
如
く
、

　
　
九
五
一
条
の
規
定
な
し
と
せ
ば
、
不
在
者
の
規
定
（
第
二
六
条
）
を
類
推
し
得
る
か
。

（
答
）
　
貴
見
の
通
り
。

浮
動
的
な
も
の
と
見
る
べ
き
か
。
第

7
　
学
校
法
人
を
財
団
法
人
と
解
す
る
根
拠
如
何
。

（
答
）
　
私
立
学
校
法
第
三
章
の
規
定
に
依
れ
ば
、
学
校
法
人
の
実
体
は
第
二
五
条
に
規
定
す
る
財
産
を
第
三
〇
条
に
依
る
寄
付
行
為
を
以

て
組
織
化
し
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
夫
れ
以
外
に
学
校
法
人
の
実
体
た
る
べ
き
も
の
は
、
規
定
さ
れ
て
居
な
い
。
学
校
法
人
に
財
団
法
人

に
関
す
る
民
法
の
規
定
を
多
数
準
用
す
る
の
は
（
第
三
四
条
）
民
法
の
財
団
法
人
と
学
校
法
人
と
が
其
本
質
を
同
じ
う
す
る
こ
と
を
示
す
。

尚
、
同
法
附
則
に
於
て
、
同
法
施
行
前
学
校
を
経
営
す
る
民
法
上
の
財
団
法
人
が
、
学
校
法
人
に
組
織
変
更
す
る
規
定
を
設
け
、
其
他
の

も
の
の
新
法
移
行
に
付
き
規
定
が
無
い
こ
と
も
、
学
校
法
人
の
財
団
法
人
性
を
示
す
も
の
と
言
へ
よ
う
。
評
議
員
会
の
存
在
は
財
団
法
人
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性
と
矛
盾
し
な
い
。
民
法
の
財
団
法
人
で
も
、
寄
付
行
為
を
以
て
評
議
員
会
な
る
任
意
的
合
議
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
は
何
等
性
質
に
反

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
唯
、
注
意
す
べ
き
は
、
学
校
法
人
は
私
立
学
校
法
上
の
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
民
法
上
の
財
団
法
人
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
（
民
法
の
財
団
法
人
の
規
定
は
当
然
に
は
私
立
学
校
に
適
用
さ
れ
な
い
）
。

8
　
法
人
代
表
に
付
き
代
理
の
規
定
を
準
用
す
る
際
、
法
定
代
理
の
規
定
に
依
る
べ
き
か
、
任
意
代
理
の
規
定
に
依
る
べ
き
か
。

（
答
）
　
一
般
的
に
は
法
定
代
理
の
規
定
を
類
推
す
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
事
柄
の
内
容
如
何
で
、
背
後
の
ぎ
審
冨
器
①
三
品
Φ
が
任
意
代
理
の

夫
れ
に
近
い
も
の
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
若
し
左
様
な
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
強
ひ
て
法
定
代
理
に
拘
泥
す
る
の
は
止
め
る
べ

き
で
あ
ら
う
。
詳
し
い
詮
索
は
民
法
学
に
お
任
せ
す
る
。

9
　
総
会
の
決
議
の
無
効
と
法
律
行
為
・
意
思
表
示
の
無
効
。

（
答
）
　
総
会
決
議
の
性
質
に
付
て
は
、
未
だ
究
明
さ
れ
な
い
点
も
あ
っ
て
、
一
概
に
例
外
な
し
に
断
定
す
る
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
其
内
容
次
第
で
意
思
表
示
又
は
観
念
表
示
た
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
其
の
前
段
階
的
表
明
（
動
機
決
意
表
明
な
ど
）
に
過
ぎ
な

い
も
の
も
あ
り
得
よ
う
。
唯
、
大
体
に
於
て
意
思
表
示
・
法
律
行
為
の
法
則
に
な
じ
み
得
る
も
の
が
多
い
の
で
、
其
規
定
を
適
用
又
は
類

推
し
て
差
支
な
い
と
思
は
れ
る
。
要
は
総
会
決
議
な
る
概
念
と
法
律
行
為
な
る
概
念
と
を
比
較
し
て
、
両
者
の
概
念
要
素
に
如
何
程
の
共

通
性
あ
り
や
が
決
定
的
鍵
な
の
で
は
な
く
、
其
の
H
暮
霞
窃
器
巳
品
Φ
に
ど
れ
程
の
共
通
性
あ
り
や
が
、
重
要
で
あ
る
。

10

　
理
事
の
行
ふ
事
業
が
法
人
の
事
業
と
見
ら
れ
る
か
否
か
は
、
法
人
行
為
能
力
の
問
題
に
非
ず
し
て
、
法
人
権
利
能
力
な
り
と
す
る
理

　
由
如
何
。

（
答
）
　
自
然
人
は
目
的
に
依
る
権
利
能
力
の
制
限
を
受
け
な
い
か
ら
、
如
何
な
る
資
格
、
地
位
を
も
獲
得
す
る
能
力
が
あ
る
。
従
て
其
の
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資
格
・
地
位
に
基
づ
く
個
々
の
行
為
の
行
為
能
力
を
間
題
に
す
れ
ぽ
良
い
．
其
の
個
々
の
行
為
を
為
す
為
に
必
要
な
資
格
や
地
位
は
別
途

に
（
例
・
免
許
に
因
り
）
付
与
さ
れ
る
か
、
又
は
自
然
に
（
行
為
の
付
随
的
効
果
と
し
て
）
発
生
す
る
．
本
人
の
意
思
行
為
は
直
接
の
発
生
原

因
で
は
な
い
。
従
っ
て
行
為
能
力
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
法
定
代
理
人
が
未
成
年
者
に
営
業
許
可
を
与
へ
れ
ば
、
其
の
営
業
上
の

個
々
の
取
引
に
付
き
未
成
年
者
に
行
為
能
力
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
結
果
商
行
為
営
業
な
ら
ば
其
の
未
成
年
者
は
商
人
資
格
を
獲

得
す
る
。
然
し
商
人
資
格
の
獲
得
に
は
行
為
能
力
を
必
要
と
し
な
い
。
未
成
年
者
が
営
業
を
相
続
し
て
も
、
法
定
代
理
人
が
未
成
年
者
に

代
っ
て
商
行
為
を
行
っ
て
も
、
商
人
資
格
は
未
成
年
者
に
帰
属
す
る
。
法
人
の
場
合
に
は
其
の
特
別
権
利
能
力
が
定
款
・
寄
付
行
為
に
定

め
る
目
的
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
、
事
業
資
格
も
目
的
の
範
囲
内
（
権
利
能
力
の
範
囲
内
）
に
限
定
さ
れ
る
。
事
業
者
資
格
は
権
利
能

力
の
間
題
で
あ
る
。

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

n
　
若
干
の
誤
記
に
付
て

（
答
）
　
（
イ
）
「
横
槍
」
六
八
頁
コ
ニ
行
に
第
三
条
は
第
三
五
条
の
誤
記
。
（
・
）
「
横
槍
」
六
六
頁
一
三
行
に
債
務
者
・
法
人
は
債
権
者
．

法
人
の
誤
記
。
（
ハ
）
「
横
槍
」
六
八
頁
一
四
行
に
の
魯
≦
●
○
界
は
の
魯
宍
N
臼
W
の
誤
記
．

五
　
津
田
先
生
よ
り
の
お
便
り

　
（
一
）
　
陶
九
九
二
年
三
月
剛
日
付
け
　
津
田
先
生
よ
り
の
お
便
リ

　
有
斐
閣
六
法
全
書
　
平
成
四
年
版
を
入
手
致
し
ま
し
た
の
で
、
「
横
槍
」
付
録
の
頁
数
を
此
の
版
の
も
の
に
改
め
、
又
先
日
御
教
授
を

賜
っ
た
地
方
自
治
法
改
正
法
の
規
定
す
る
所
謂
「
地
縁
に
よ
る
団
体
」
の
法
人
性
に
つ
き
、
新
た
に
間
題
と
な
り
得
ま
す
の
で
、
こ
の
点

も
二
言
、
横
槍
を
呈
す
る
文
句
を
六
頁
末
に
挿
入
致
し
た
く
、
此
の
頁
と
、
付
録
の
法
人
格
付
与
文
例
に
付
し
た
新
頁
と
の
刷
直
し
を
同
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封
し
て
御
高
覧
に
供
し
ま
す
。

　
其
の
外
、
お
気
づ
き
の
点
が
あ
り
ま
し
た
な
ら
、
御
遠
慮
な
く
御
指
摘
く
だ
さ
る
様
お
願
い
申
し
ま
す
．
研
究
室
の
若
い
諸
君
の
中
に

も
、
疑
問
や
反
論
が
沢
山
あ
る
に
違
ひ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
日
常
会
話
の
中
で
、
常
に
取
り
上
げ
て
話
題
と
し
、
互
い
に
切
瑳
琢
磨
し
な

が
ら
、
各
自
科
学
的
見
識
を
深
め
る
努
力
を
積
み
重
ね
る
と
言
っ
た
習
慣
が
出
来
た
ら
良
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
貴
見
は
如
何
で
す
か
？

　
　
　
　
　
　
三
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
田
　
利
治
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（
二
）
　
一
九
九
二
年
四
月
一
四
日
付
け
　
津
田
利
治
先
生
よ
り
の
お
便
リ

拝
啓

　
「
横
槍
」
の
中
の
「
法
人
不
法
行
為
能
力
」
の
部
分
に
付
け
た
「
注
1
」
「
注
2
」
「
注
3
」
の
記
述
（
八
一
頁
）
が
、
未
だ
に
従
来
の

説
明
方
法
か
ら
脱
却
し
て
ゐ
な
い
点
が
あ
る
様
に
見
え
て
、
気
に
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
本
格
的
不
法
行
為
論
を
せ
ず
に
、
法
人
の
不
法

行
為
の
み
を
簡
略
・
的
確
に
説
明
す
る
の
が
、
案
外
面
倒
な
の
で
、
今
迄
放
置
し
て
あ
り
ま
し
た
。
如
何
な
る
風
の
吹
回
し
か
、
今
回
と

う
と
う
手
を
入
れ
て
み
ま
し
た
。
之
で
御
納
得
頂
け
ま
す
か
ど
う
か
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
御
参
考
ま
で
に
同
封
致
し
ま
す
の
で
、
何

卒
御
高
見
を
お
漏
ら
し
下
さ
れ
た
く
、
御
願
ひ
致
し
ま
す
。

　
今
迄
の
法
人
不
法
行
為
論
は
、
法
人
の
法
律
行
為
と
同
一
地
盤
・
同
一
前
提
で
考
へ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
為
に
、
法
律
行
為
論
と
不
法

行
為
論
と
を
混
同
し
て
、
統
一
的
に
理
解
し
や
う
と
苦
心
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
制
度
目
的
が
違
ふ
か
ら
、
行
為
は
行
為
で

も
、
別
個
の
側
面
か
ら
独
立
し
て
把
握
す
べ
く
、
別
個
の
利
益
較
量
か
ら
規
範
を
割
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
如
何
で
す

か
？

　
其
他
の
点
も
、
読
み
直
す
度
に
色
々
気
に
な
る
こ
と
が
出
て
来
て
、
一
々
チ
ェ
ッ
ク
し
て
来
ま
し
た
。
何
度
か
も
う
止
め
や
う
と
思
っ

た
の
で
す
が
、
今
度
こ
そ
最
後
の
最
後
と
思
っ
て
、
数
十
か
所
改
定
し
て
お
目
に
掛
け
ま
す
。
御
気
が
向
い
た
ら
御
目
通
し
下
さ
っ
て
、



御
気
付
き
の
点
を
御
教
へ
願
へ
た
ら
有
り
難
く
存
じ
ま
す
。

　
今
迄
に
お
目
に
掛
け
た
「
横
槍
」
や
其
前
身
の
断
片
的
補
訂
の
類
は
全
部
破
棄
し
て
下
さ
い
。
夫
等
は
総
て
試
合
前
の
訓
練
用
に
振
り

回
し
た
棒
振
り
の
槍
扱
で
、
本
番
の
「
横
槍
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
番
は
最
後
の
真
剣
勝
負
の
一
突
だ
け
と
見
て
下
さ
い
。
其
の
最
後

の
一
突
き
は
ま
だ
手
の
中
に
あ
り
、
易
々
と
は
御
目
に
掛
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
死
ぬ
前
に
は
何
と
か
片
付
け
な
け
れ
ば
、
と
は
思
っ
て
居
り

ま
す
が
、
正
義
の
仇
討
ち
？
　
ど
う
な
り
ま
す
や
ら
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
々

　
　
　
　
　
　
四
月
一
四
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
田
　
利
治

質
問
録
後
記

津田利治先生「横槍民法総論」質問録

　
お
よ
そ
人
に
物
事
を
伝
え
る
説
得
力
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
語
る
人
の
社
会
的
地
位
と
か
、
知
識
の
多
寡
と
か
、

の
上
手
下
手
と
い
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
結
局
は
そ
の
人
の
人
格
と
識
見
に
か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

あ
る
い
は
語
り
口

1
　
教
授
か
助
手
か
学
生
か
に
よ
っ
て
、
話
す
内
容
に
差
が
つ
く
も
の
で
も
な
い
し
、
教
師
が
す
ぐ
れ
た
学
生
の
質
問
や
答
案
に
圧
倒

　
さ
れ
る
思
い
を
す
る
こ
と
も
間
々
あ
る
こ
と
で
す
。

2
　
知
識
と
学
識
と
は
等
し
か
ら
ず
．
注
記
や
ぺ
ー
ジ
数
彪
き
が
故
に
論
文
貴
か
ら
ず
。
見
事
に
凝
縮
さ
れ
、
鋭
く
切
り
詰
め
ら
れ
た

　
表
現
か
ら
筆
者
の
学
識
を
窺
う
に
た
る
場
合
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

3
　
斬
新
奇
抜
な
表
現
や
洒
落
た
言
い
回
し
も
、
再
読
三
読
に
た
え
る
も
の
は
稀
で
す
。

聖
賢
碩
学
の
言
葉
も
、
そ
の
内
容
自
体
は
、
誰
か
が
何
処
か
で
語
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
な
い
、
ご
く
常
識
的
な
こ
と
が
多
い
よ
う
で
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す
が
、
時
代
を
越
え
場
所
を
越
え
て
、
ひ
し
ひ
し
と
聞
く
も
の
に
迫
る
言
葉
の
重
さ
は
、
こ
れ
を
説
く
人
の
大
い
な
る
人
間
性
と
は
切
り

離
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
独
自
の
説
得
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
大
学
の
教
師
も
、
年
を
経
れ
ば
お
の
づ
か
ら
地
位
・
給
料
（
？
）
が
あ
が
り
、
学
位
も
と
り
、
知
識
経
験
も
増
え
て
、
教
え
方
も
次
第

に
上
手
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
職
業
上
の
技
術
的
な
上
手
・
下
手
な
い
し
器
用
・
不
器
用
の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ

と
し
て
、
大
事
な
問
題
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
よ
り
大
き
な
大
切
な
問
題
は
、
学
間
の
説
得
力
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
な
く
し
て
は
、
大
学
の
研
究
教
育
も
仏
作
っ
て
魂
い
れ
ず
、
俗
に
百
日
の
説
法
屍
ひ
と
つ
と
申
し
ま
す
。

　
津
田
先
生
の
「
横
槍
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
質
問
に
つ
い
て
の
ご
返
答
や
そ
の
後
の
お
手
紙
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
重
要
な
ご
示
唆

が
多
々
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
二
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
肖
の
弟
子
　
内
池
　
慶
四
郎
誌
す
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